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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下を具備する照射システム：
－　固定ガントリー部分（１４０）と、前記固定ガントリー部分（１４０）により動的に
支持される可動ガントリー部分（１３０）を具備するガントリー（１００）；
－　前記可動ガントリー部分（１３０）により機械的に支持される照射ヘッド（１２０）
であって、前記照射ヘッド（１２０）は第１の治療室（６１）内へ照射ビーム（１１０）
を指向する第１の位置と第２の治療室（６２）内へ照射ビーム（１１０）を指向する第２
の位置の間を放射線－遮蔽仕切り部材（７１）内の専用の間隙内で前記固定ガントリー部
分（１４０）に対して移動可能であり、前記仕切り部材（７１）は少なくとも前記第１の
治療室（６１）と前記第２の治療室（６２）を仕切るものであり；および
－　可動放射線遮蔽部（１５０）は、前記可動ガントリー部分（１３０）の一部分であり
、前記照射ヘッド（１２０）が前記第１の位置にあるとき前記第２の治療室（６２）が照
射されるのを防ぎ、そして前記照射ヘッド（１２０）が前記第２の位置にあるとき前記第
１の治療室（６１）が照射されるのを防ぐようになっているものである。
【請求項２】
　前記固定ガントリー部分（１４０）が前記放射線－遮蔽仕切り部材（７１）内の少なく
とも部分的な配置に適合する請求項１の照射システム。
【請求項３】
　前記仕切り部材（７１）が少なくとも次の一つから選ばれる請求項１～２のいずれか一



(2) JP 4616843 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

つの請求項の照射システム：
－　前記第１の治療室（６１）と第２の治療室（６２）間を仕切る放射線－遮蔽パーティ
ション；
－　前記第１の治療室（６１）と第２の治療室（６２）間を仕切る放射線－遮蔽の天井－
床の対であって、前記第１の治療室（６１）と第２の治療室（６２）は異なるフロアに位
置するものである。
【請求項４】
　更に少なくとも一つのシミュレーションヘッド（２００－１、２００－２）を具備し、
前記シミュレーションヘッド（２００－１、２００－２）は、前記照射ヘッド（１２０）
が前記照射ビーム（１１０）を前記第２の治療室（６２）へ指向している際に、同時に照
射シミュレーションビーム（２１０－１）を前記第１の治療室（６１）へ指向させること
ができる請求項１～３のいずれか一つの請求項の照射システム。
【請求項５】
　前記シミュレーションヘッド（２００－２）が前記第１の治療室（６１）と第２の治療
室（６２）間の前記ガントリー（１００）上を移動可能である請求項４の照射システム。
【請求項６】
　前記照射ヘッド（１２０）は、治療ビーム（１１０）を供給するのに適合し、前記照射
シミュレーションヘッド（２００）は、治療シミュレーションビーム（２１０）を供給す
るのに適合する請求項４または５の照射システム。
【請求項７】
　更に以下を備える請求項１～６のいずれか一つの請求項の照射システム：
－　放射線－遮蔽の仕切り部材（７１、７５、７７）により仕切られる少なくとも前記第
２の治療室（６３，６４）および第３の治療室（６５，６６）に関連して配列するように
適合する第２のガントリー（１００－２）；および
－　前記第２のガントリー（１００－２）により機械的に支持される第２の照射ヘッド（
１２０－１）であって、前記第２の照射ヘッド（１２０－２）は、前記第２の治療室（６
３，６４）へ照射ビーム（１１０－２）を指向する第１の位置と前記第３の治療室（６５
，６６）へ照射ビーム（１１０－２）を指向する第２の位置との間で前記第２のガントリ
ー（１００－２）に対して移動可能である。
【請求項８】
　前記照射ヘッド（１２０－１）と前記第２の照射ヘッド（１２０－２）は、前記照射ビ
ーム（１１０－１，１１０－２）を異なる入射角度で前記第２の治療室（６３，６４）内
へ指向させる構造である請求項７の照射システム。
【請求項９】
　共通の照射源から前記第１のガントリー（１００－１）と前記第２のガントリー（１０
０－２）へ同時に放射線を照射するための照射ビーム分割器を更に備える請求項７または
８の照射システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に照射システムに関し、そして特に、照射ビームを多重治療室に指向さ
せることの可能なシステムに関する。
【０００２】
　　　　　　　　　　背景
　過去数十年の間、粒子照射治療と診断の分野には相当な進歩があった。外部粒子照射治
療加速器、近接照射治療および他の特定化照射治療装置の性能は急速に改良されつつある
。治療用粒子ビームの品質と適合性において生じている発達には、新たな標的とフィルタ
ー、改良された加速器、新規応用を通したビーム形成の柔軟性、視準器（ｃｏｌｌｉｍａ
ｔｏｒ）、走査システム、およびビーム補償技術を含む。また改良された線量と幾何治療
検定の方法が導入された。さらに、送信されたビームの強度分布を生物的に最適化するこ
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とが可能な新規な治療計画システムが、いまや入手することが可能である。
【０００３】
　多重および単一部分照射治療および診断画像形成の分野では、一般的な共通する方法は
、診察台の上に患者を位置させることである。照射ヘッドやガントリー（架台）は、患者
に診断または治療ビームを指向して、それは照射ビームを特定の標的または治療部位、た
とえば腫瘍へ伝送させるためである。従来技術によるこのような典型的な照射装置は図１
に図示される。照射装置は一般的にＬ字型に設計されたイソセントリックな（一点中心で
回転可能な）ガントリー８０およびガントリー８０を支持する装置本体の軸の一端に設け
られた回転支持体を具備する。このように、ガントリー８０は、支持体に対して回転軸３
０中心に回転することができ、照射ヘッド２０から患者診察台４０上に位置する患者５０
の標的部位へ、図では１０と示される照射ビームを伝送する。
【０００４】
　図１の装置も含めて、多くの今日の照射治療装置は、イソセントリックなガントリーを
備える。このような設計では、照射されるべき組織または標的部位５５は、好ましくは、
共通点における３軸の交差により形成される、いわゆる共通中心（ｉｓｏｃｅｎｔｅｒ）
の周りに位置する。これらの軸は、ガントリーの回転軸３０、照射ビーム１０の中心軸、
治療診察台４５の主たる回転軸４５を含み、それはまた、図の視準器ヘッド２０の回転軸
でもある。
【０００５】
　このような従来の照射治療機器の問題は、所定時間間隔で治療することができる患者の
合計数についての能力である。実際の照射はむしろ短時間である、すなわち典型的には数
分間（１－２．５分）継続するのだが、通常より長い時間の治療準備が照射の前にある。
このような準備の間、係りの職員は可能な限り正確に患者の位置定めを行い、それは、典
型的には治療計画に基づきなされ、診察データや照射ビームデータなどに基づいて早期に
展開されるかまたは纏められる。患者を台に載置後だが、実際の照射前に治療準備が、典
型的にはビーム方向と治療計画の試験と確認のために行われる。準備手続では、第１の目
的は治療計画に基づく装置と患者の準備をすることである。しばしば入り口画像、すなわ
ち、治療ビームそれ自身による画像は治療を確認し、そしてその再現性をモニターするた
めに使用される。さらに、たとえば生体内線量またはその関連技術は、伝送された照射の
、標的部位および／または隣接する組織、特に危険とされる器官における線量チェックに
使用され得る。もしも測定データが治療計画の計画位置に相当するならば、実際に照射治
療が安全に開始されたことになる。
【０００６】
　患者の準備、位置取りおよびシミュレーションの結果、合計の治療時間は相当時間がか
かり、一般的には５－１０分、しばしばそれ以上であり、実際の照射時間よりも長い。加
えて、準備とシミュレーションの間に測定と計算データの間で逸脱が検出され、そして逸
脱の量が許容範囲を超えると、治療準備は調整されなければならない。これはある場合に
は単純にいくつかの準備パラメーターの是正であるが、しかしまた更新した診断手続から
の解剖学的情報で治療計画を更新して大幅な調整が必要になることもある。新たな治療計
画が必要となると、治療シミュレーションも更新することになり、治療のための時間が１
日または２日分が余計にかかる。
【０００７】
　照射機が実際に患者の照射に使用される時間は全体の時間のごく一部分であり、その間
は機械は占領されている。これはもちろん高価な照射機や装置を不十分に利用しているこ
とになり、所定時間にわずかな患者しか治療できないことになる。この問題は、患者が治
療室で脱衣する場合、患者が不快を感じて治療助手と色々と治療問題などで話し合いをす
るとなるとさらに悪化する。
【０００８】
　可能性ある解決は、専用の照射シミュレーション機を使用して、実際の照射治療機を使
用しないで、シミュレーション手続きを行うことであろう。しかし、シミュレーションと
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治療に使用される患者診察台と二つの機械のデザインは似ているのだが、異なる機械と、
たぶん異なる診察台面を使用して正確にシミュレーションすることはより困難であろう。
これは診察台が同一の設計であるのだが、二つの異なる診察台上で正確に同様に患者の位
置決めをする必要があるという問題のためである。さらに加えて、腫瘍の標的部位をはじ
めとして組織と器官は変形可能な弾性のある構造をしており、そして治療計画に使用され
る参照点に相対するそれらの位置は厳格ではなく、たとえば、患者の姿勢、嚢の充填度合
い、呼吸動作などに応じて変化しえるのである。それゆえ、シミュレーションの間と相対
して治療の間を正確に整合させるとしても、標的部位は配置付けにエラーが出る。
【０００９】
　アメリカ特許第６，６８３，３１８では、軽イオンビームを照射する、がんの処置に適
した治療するシステムが開示される。この治療は、シンクロトロンを含む加速器に軽イオ
ンを供給するイオン源を備える。イオンビーム輸送システムは、シンクロトロンから３個
の異なる治療室へ高エネルギーの抽出されたのを導入する。第１の治療室では、固定した
ガントリーで水平イオンビームの照射がされる。残りの二つの室でそれぞれイソセントリ
ックなガントリーが配列して照射される。この治療では３個のガントリーに対して単一の
イオン源とビーム加速器が使用されるが、患者の処理数が低いことと高価であるという前
述の課題は、個々のガントリーについて依然として存在する。
【００１０】
　さらに、電子、プロトンまたは軽イオン治療の間、一般的にはビーム源と患者面間の固
定距離でＳＳＤの固定治療を行い、イソセントリックな治療装置をあまり重要としなくな
るという、イソセントリック準備原理を使用して、荷電粒子の多くの治療がなされていな
い。
【００１１】
　　　　　　　　　要約
　本発明は、先行技術のこれら、上記欠点を克服するものである。
　本発明の目的は、偏心する（エクセントリックな）ガントリーをもつ照射システムを提
供するにある。
　本発明の他の目的は、ガントリー周辺に配置される多重の治療室に照射ビームを伝送す
る照射システムを提供することである。
　本発明特有の目的は、第１の治療室の患者へ臨床治療として照射ビームを伝送し、一方
で、同時に照射システムのシミュレーターとビーム準備部分が使用されて、照射準備と照
射の準備過程として隣接の治療室の他の患者へなされる照射システムが提供される。
　本発明の他の目的は、多重治療室で使用される照射治療とシミュレーション機能が集積
されてなる照射システムが提供される。
　これらと他の目的は、添付の特許請求の範囲により明確となる。
【００１２】
　概略的には、本発明は多重照射または治療室の対象を照射するのに使用される偏心ガン
トリーを有する照射システムまたは装置に関する。このようなガントリーにより第１の治
療室の第１対象に照射、すなわち、照射治療を受けさせるのを可能にし、一方、同じ照射
治療ガントリーを使用して少なくとも第２の治療室の第２対象に治療の準備とシミュレー
ション手続きを受けさせるものである。第１対象の照射と第２対象へのシミュレーション
準備が完了すると、ガントリーは第２の対象へ照射治療線量が送達されるようになり、そ
れと同時に、第１対象に関しての治療準備または第３対象への新規な治療準備が第１の治
療室でなされる。その結果、本発明の照射システム能力は所定時間内で治療される合計の
対象数に関し先行技術の装置と比較するとはるかに大となる。加えて、各治療機会の前後
において各治療室で患者に対して可能な治療時間がより多くなる。
【００１３】
　本発明の照射システムは、多重治療室の接続配列に適したガントリーからなり、治療室
は放射線－遮蔽または放射線－隔離仕切り部材、たとえば放射線－遮蔽－パーティション
（壁）および／または天井／床により仕切られる。照射ヘッドは、ガントリーにより機械
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的に支持され、そして少なくとも照射ビームを第１の治療室に指向する第１の位置と第２
の治療室に指向する第２の位置間をガントリーに相対して移動可能である。
【００１４】
　照射システムのガントリーは、好ましくは多重治療室を分ける仕切りまたは天井／床の
交差するところに配列される。照射システムは、典型的には球形または円筒形の設計であ
り、照射ヘッドがパーティションまたは天井／床の専用の間隙内を回転することが可能と
なる。その結果、照射線量を送達する照射ヘッドは異なる治療室間を転回し、そしてそれ
故これらの異なる室で位置取りしている対象を照射する。ガントリーは仕切り部材に設け
られた固定ガントリーを含むことができる。この場合、移動可能なガントリー部分は固定
ガントリー部分に移動可能に（回転可能に）支持される。照射ヘッドは、ついで好ましく
はこの移動可能なガントリーに設置される。
【００１５】
　加えて、各治療室は好ましくは、たとえば光学および／または診断Ｘ線システムを有す
るシミュレーションヘッドを具備するかまたはそれと接続可能であり、それにより照射ヘ
ッドから治療ビームをシミュレートすることが可能となる。これらのシミュレーションヘ
ッドは配列されてガントリーを同心円的に移動可能である。このようにして、各室では照
射ヘッドが実際の治療のために治療室へ向けられる前に低コストで照射シミュレーターが
患者の準備のために使用される。代わりに、いくつかのシミュレーションヘッドが部屋間
を移動して治療に先立ち患者の準備を助成する。
【００１６】
　部屋の仕切りや天井および／床における照射システムの基本配列から非常に多くの種々
の室配列が考えられる。中心の偏心ガントリーの周りに位置する治療室に応じて、典型的
には３０－６０°の斜め横方向の前側、後側、および／または直進して垂直および／また
は水平なビーム方向が可能である。二つの偏心ガントリーの使用も可能で、それにより多
重治療の入り口が同時に一つに指向され、同じ対象に対して斜め横、平行に相対してまた
は垂直にビームを組み合わせることができる。
【００１７】
　本発明の照射システムの偏心ガントリーは、好ましくは、ビーム走査と偏向操作を具備
し、それは磁気利用のシステムで、狭いペンシル型ビームの形で対象上へ入射照射ビーム
を走査し偏向するのに利用される。この走査と偏向システム、またはその一部は、照射ヘ
ッドと可能ならば照射システムのガントリーが異なる室間を転回する際に、回転される。
偏向システムの偏向磁石は積層されて加速器パルス間の磁場変化を早くできる、しかし磁
石の曲率半径を最小化するために超伝導化も可能である。
【００１８】
　回折と走査システムの設計に応じて、偏心ガントリーはプロトンから炭素または酸素イ
オンまでの軽イオンの使用に良く利用され、それは例えば、プロトン、重水素、三重水素
およびヘリウム、リチウム、ベリリウム、ホウ素、炭素および酸素イオンが例示される。
【００１９】
　本発明によると次の特徴を有する：
　－異なる治療室のいくつかの対象の照射に有効に使用される；
　－実際の照射治療が同時に他の室で行われる間に、治療の準備、シミュレーションおよ
び／または対象の退出操作をいくつかの室で行うことを可能とする；
　－所定時間に照射され得る対象の合計数の能力を増加させる；
　－簡素なガントリー設計と小さい偏向磁石半径と柔軟なビーム指向選択により軽イオン
照射に使用を可能とする；
　－固定ビーム線配列による多重の高価なイソセントリックな機器の代わりに、ビーム指
向が可変である低価格の一つの機器が多重治療室で有利に使用され得るので、設置コスト
が有利に減額できる；
　－治療助成チームを煩わせることなく、個々のケアと正確な患者の準備に関して十分な
注意を患者に払うことができる。
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本発明の他の特徴は、以下の本発明の実施態様の説明から理解される。
【００２０】
　　　　　　　　　　図面の簡単な説明
　目的と特徴とともに本発明は、以下の説明を参照して最も良く理解されることができ、
添付の図面も共に利用され、その内容は以下のとおりである：
図１は、イソセントリックなガントリー設計による従来技術の照射治療を図解する図であ
る；
図２は、多重治療室に囲まれた偏心ガントリーによる本発明の照射システム実施態様を図
解する図である；
図３は、図２と比較して他の治療室で患者を照射する図２の照射システムを説明する図で
ある；
図４は、垂直と水平のビーム照射が可能な異なる治療室を有する偏心ガントリーによる本
発明の照射システムの他の態様を説明する図である。
図５は、斜め、垂直および水平のビーム照射が可能な異なる治療室を有する偏心ガントリ
ーによる本発明の照射システムの他の態様を説明する図である。
図６は、二つのビームを同時に治療室へ伝送する二つの偏心ガントリーによる本発明の照
射システムの他の態様を説明する図である。
図７は、本発明による照射システムの偏心ガントリー態様の断面図である。
図８は、図７とは別な治療室を照射する図７の照射システムを説明する図である；
図９は、本発明による照射システムの他の態様の断面図である；
図１０は、本発明による照射システムの別の他の態様の断面図である；そして
図１１は、本発明による照射システムのさらに別の他の態様の断面図である。
【００２１】
　　　　　　　　　　詳細な説明
図面において、対応するまたは類似の要素には、同一の参照番号が付される。
【００２２】
　本発明は、いわゆる偏心ガントリー設計を有する照射システムまたは装置に関し、それ
は多重の、少なくとも二つの照射または治療室内へ照射ビームを伝送するのに使用される
。ガントリーは、多重治療室に接続される配列が使用されて、治療室は放射線－隔離また
は遮蔽－仕切り部材により仕切られる。ガントリーは機械的に照射ヘッドを支持する。こ
の照射ヘッドはガントリー（および仕切り部材）に対して照射ビームを異なる治療室へ指
向させるため異なる位置間を移動可能である。
【００２３】
　このようなガントリー設計で、第１の治療室で第１の対象または患者に対して照射線量
を照射、たとえば伝送することが可能となり、一方で同時に、治療用意（治療の準備）、
シミュレーションが可能となるか、または同じ照射伝送システムやガントリーを使用して
他の治療室で少なくとも第２の対象に治療の継続処置を行うものである。
【００２４】
　その結果、本発明の照射システムの能力は所定時間内に治療すべき患者の合計数につい
て、先行技術としての機器、たとえば図１の照射装置に比較してはるかに大となる。
【００２５】
　次に、本発明は照射システムに関して説明され、それは治療の目的で患者に照射線量を
伝送し、次いで主に治療の照射、すなわち腫瘍の撲滅のために行うものである。この照射
治療システムはまた緩和治療にも使用されることができるものであり、そこではその目的
は一般には患者の生活の質を向上させるためであり、それは局所的な腫瘍の抑制力を維持
し、症状を改善し、または急性症状を抑制または停止させることによるものだが、必ずし
も腫瘍を根絶するものではない。しかし、照射システムは、代わりに、単一の照射治療、
照射診断または照射処置などの他の照射目的に使用され得る。さらに、照射システムは組
み合わされた照射治療と診断に使用され得る。後者の場合、照射ヘッドは（高エネルギー
の）照射治療ビームと（低エネルギーの）照射診断ビームの両方を伝送することができる
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。実際、本発明による照射システムは、どの照射目的にも適用できるもので、そこでは治
療室で対象または患者上に照射ビームを指向することが望まれ、同時に照射のシミュレー
ション、準備または継続が、他の対象または患者に対して隣接の治療室で行い、そこでは
続いて照射されるかまたは既に同じ照射ガントリーを使用して照射されている。
【００２６】
　図２は、偏心ガントリー１００を有する本発明の照射システムまたは装置を図示するも
ので、それは対象または患者５０－１～５０－４を異なる治療室６１～６４で照射が可能
である。このようにして、照射ガントリーは４つの治療室６１～６４に接続するように配
列される。この態様では、ガントリー１００は、仕切り部材、すなわち壁やパーティショ
ン７２，７４および天井および／または床　７１，７３の交点に位置し、これらは４つの
部屋　６１～６４を仕切っている。このようにして治療室６１と６４は、治療室６２と６
３の下のフロアに位置することに注意されたい。
【００２７】
　関連の治療室６１～６４を仕切る仕切り部材７１～７４は放射線－遮蔽機能を有する。
このようにして、仕切り部材７１～７４は、好ましくは治療照射ビーム１１０が、現在照
射されている治療室６１から他の治療室６２～６４へ漏洩するのを防止する。放射線－遮
蔽の仕切り部材７１～７４の結果、照射システム１が照射ビーム１１０で患者５０－１を
隣接の治療室６１で照射をしていても（医療）職員や患者は安全に他の治療室６２～６４
に在室することができる。換言すれば、仕切り部材７１～７４は、治療照射ビーム１１０
を停止（吸収）し、それにより隣接の治療室６２～６４における漏洩照射線レベルは、許
容安全範囲内である。仕切り部材７１～７４に使用される材料と部材厚みの選択は、使用
される治療ビーム１１０の性質、たとえば治療ビーム１１０のエネルギーレベル、使用さ
れる照射ビームのタイプ等に応じて選択され、そして当業者ならば創意工夫をすることな
く決定できる。仕切り部材７１～７４の適当な材料は、例示されるがこれに限定されず、
コンクリート、ホウ素充填のポリエチレンおよび鉛が挙げられる。また、照射移送システ
ムを囲みまたは覆い、照射を照射ヘッド１２０内へ導入する材料は、好ましくは照射－遮
蔽性能の良好なものである。
【００２８】
　照射ガントリー１００は、典型的には球形または円筒状のデザインであり、それにより
照射ヘッド１２０が壁７２，７４および天井および／または床７１，７３において専用の
間隙の中を回転することができる。
【００２９】
　図で、ガントリー１００は、第１の治療室６１の治療台４０－１に位置する第１の患者
５０－１の標的部位５５－１を照射ビーム１１０で照射するように指向される。照射シス
テムは、好ましくはまた、放射線－遮蔽１５０、好ましくは回転型の放射線－遮蔽と、照
射ビーム１１０を現在使用する治療室６１内へ偏向させ、他の治療室６２～６４に達する
のを防止する偏向磁石（図７～１１を参照）とを具備する。
【００３０】
　さらに、治療室６１～６４は、好ましくは、治療上のビーム１１０をシミュレートする
ことができる光学および／またはＸ－線システムを有するシミュレーターヘッド２２０－
２～２２０－４を具備するか、これらに接続可能となっている。これらのシミュレーター
ヘッド２２０－２～２２０－４は、配列されて、遮蔽１５０の直ぐ外側のレール上を移動
することができる。このようにして、室６１～６４では、低コストのシミュレーター２０
０－２～２００２－４が、照射ヘッド１２０が治療操作のため治療室へ転回される前に患
者の準備のために使用されることができる。本発明によりこれらのシミュレーターヘッド
２００－２～２００－４は、代わりにまたは代替として治療の追跡目的に利用されること
ができる。
【００３１】
　図では、３人の患者５０－２～５０－４がそれぞれの診察台４０－２～４０－４上に位
置し、そして現在シミュレーターヘッド２００－２～２００－４とシミュレータービーム
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２１０－２～２１０－４を使用して治療準備（追跡）とシミュレーション手続きを受診し
ている。患者の準備で最高の正確さを得るために（典型的には０．５～１ｍｍ）、立体的
な配置の決められる治療台４０－１～４０－４が治療室６１～６４に好ましく使用される
。このような治療台４０－１～４０－４は、ついで自動的に位置決めをして個々に各患者
に調整される。本発明ではまったく同一の治療台４０－１～４０－４が患者の準備（追跡
）手続きと治療および診察画像活動の両方に使用され得る。
【００３２】
　治療室６１～６４には一つのシミュレーターヘッド２００－２～２００－４をそれぞれ
備えることができる。代わりに二つまたはそれ以上の室６１と６２がひとつの共通のシミ
ュレーター２００－２を有することもできる。このようにしてシミュレーター２００－２
は、好ましくは、たとえばレールを敷設して、室６１と６２を仕切る床および／または天
井７１（または壁）の専用の間隙８０を好ましく動くことができる。
【００３３】
　一旦、第１の患者５０－１が治療され、そして他の部屋での準備とシミュレーション手
続きが完了すると、ガントリー１００が転回して照射ヘッド１２０は、今や他の治療室６
２で他の患者５０－２に照射線量の照射を施すことができる。このシナリオは図３に図解
され、そこでは照射ヘッド１２０（そして、たぶんガントリー１００）は回転し、第２の
患者５０－２の標的部位５５－２を照射する。患者５０－２が現在は治療ビーム１１０を
使用して照射されている部屋６２のシミュレーターヘッド２００－２は、照射ヘッド１２
０が患者５０－２を照射できるように部屋６２の端へ離れるように移動するかまたは治療
シミュレーションの使用される隣接の治療室６１へ離れるように移動するかのいずれかで
ある。第１の室６１では、新たな患者５０－１が診察台４０－１上に位置し、シミュレー
ターヘッド２００－２を使用する準備手続きとシミュレーターが遂行されることができる
。その代わりに、治療追跡とそれに続く患者の退出手続きが、先の照射された患者に関し
て遂行され得る。
【００３４】
　一般的には、所定の治療室で起こる一連の作業は次のとおりである。最初に、室の装置
（治療台、照射および位置決め装置）が治療される次の患者の用意のために再調整される
。患者準備がついで行われ、そこでは患者は治療台上で正確に位置が決められ、該台は好
ましくは、種々の患者の位置を決められるシステム、たとえば、レーザーベースの位置決
めシステムを使用する立体的な位置決め用治療台であり、このようなシステムの例は、国
際公開ＷＯ　２００４／０００１２０号パンフレットに記載される。患者が一旦、（立体
的な位置決め可能な）治療台上で正確に位置決めされると、治療のシミュレーションがさ
れる。シミュレーションの間、本発明の照射システムにおけるシミュレーションヘッドに
よる光学および／または診察用のＸ線システムが使用される。その後実際の治療がなされ
得る。
【００３５】
　治療準備に通常少なくとも５～１０分を要し、そして実際の患者の治療はそれよりも早
く、約１～２．５分であるので、治療室６１～６４と患者５０－１～５０－４は一般的に
は約１０分毎に治癒ビームを受け得る。図の２と３のガントリーデザインでは、これは６
×４＝２４の患者が（そして、時々、特に単一の治療では、それ以上が）、非常に忙しい
治療センターで時間毎に受けられることを意味し、そして依然として各治療室６１～６４
のぞれぞれで十分な準備時間と患者介護が可能である。これは、先行技術の（イソセント
リックな）照射機の対応する能力と比較すると、それは典型的には最大でも４～６人の患
者を１時間で治療する程度である。さらに、本発明の態様では、単一のビーム伝送と走査
システムを有する単一の照射ガントリーが治療照射と治療準備およびシミュレーション処
理の両方を多重治療室で行うことができる。
【００３６】
　図２と３に図解される基本の室配列から、非常に多種の室配列が可能である。治療室が
偏心ガントリーの周囲の４象限のどこに位置するかに依存して、典型的には３０～６０°
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の斜め横で前方向（室６１と６４）または後ろ方向（室６２と６３）のビーム方向が可能
である。軽イオンでは、一日当たり一つのビームポータルにより治療計画を立てていて２
～４のビームポータルを必要とする患者の治療には非常に便利であり、このようにしてビ
ーム指向によって要求されるように図２と３の種々の治療室を逐次に使用する。このよう
にして、一人および同一の患者は、異なる照射の場合に、異なる治療室で照射され、そう
して異なる入射角度と方向から治療の照射ビームを受けるのである。
【００３７】
　直立して垂直およびまたは水平な治療ビームをいくつかの室で、可能ならば斜めの入射
ビームを他の室で使用される際に同時に使用することも可能である。図４は、この状況を
図解するもので、これは、本発明に従う偏心ガントリー設計１００を有するひとつの共通
の照射システムを使用する異なる治療室６１～６４の状況である。室６１の治療台４０－
１上にいる患者５０－１に対する天井７１のガントリー１００の位置に応じて、直立して
垂直な治療ビーム１１０が可能である。同様に治療室６３の患者５０－３には、後ろ（背
部）から垂直なビームが可能である。しかし、他の治療室６４では患者に対して斜めから
ビームが入射される。図では、この室６４の患者支持台は空席であり、これは患者の入退
室の手続き原理を図解するものである。
【００３８】
　対応して、照射システム１とガントリー１００が基本的に治療室６２と６３の間の壁７
２に配列されていると、患者５０－２は垂直に照射され得る。本発明によれば、本発明の
偏心ガントリーと照射システムは、水平照射のみ、垂直のみ、斜めのみ、または水平、垂
直およびまたは斜めの組み合わせに適合し得るものである。
【００３９】
　本発明のこの態様では、シミュレーターヘッド２００－１～２００－３は、ガントリー
１００の照射遮蔽１５０またはガントリー１００の専用窪みまたは部分に配列されている
。これらの窪みは固定され得るが、しかし好ましくは移動または回転可能であり、それに
よりシミュレーターヘッド２００－１～２００－３が離れて動き得て（可能ならば室６１
～６４の間）、照射ヘッド１２０が患者を照射できる空間を確保する。
【００４０】
　図２，３または４のソルーションを結合させて垂直、前方および後方ビームを六つの周
囲の治療室と組み合わせることも可能である。このようなガントリー設計の結果として、
二つの室における平行で反対向きの垂直ビーム同様、四つの治療室における横で全方と後
方のビームの両方となる。
【００４１】
　図５は、本発明に従う照射システム１と偏心ガントリー１００の図解図であり、（治療
）照射１１０が、３つの異なる床に位置する多重治療室６１～６８に供される。このよう
にして、３つの治療室６１、６７、６８が第１の床にあり、第２の床は、基本的にそれら
の間に位置する照射ガントリー１００を有する２つの治療室６２，６６を備える。ついで
第３の床は、残りの３つの治療室６３～６５を備える。この態様では、ガントリー１００
には、８つの治療室６１～６８を区分する２つの放射線－遮蔽の壁対　７３、７８と７４
，７７および２つの照射－遮蔽の天井－床対７１，７６と７２，７５が接続されて配列さ
れる。その結果、７人の患者５０－２～５０－８までが、治療準備、シミュレーションま
たは追跡手続きに関連し得て、可能ならば照射シミュレーションまたは診断ヘッド２１０
－２～２１０－８を使用し、同時に本発明の治療照射ビーム１１０を使用して患者５０－
１が照射される。
【００４２】
　図５の室６１のように所定の治療室の水平面において１８０°患者を回転させて、一つ
の治療期間中に対の腫瘍に前方の斜めと横ビームポータルを受けさせることもまた可能で
ある。これは、半分の深さにある浅い腫瘍に最も効率の良い治療配列の一つである。深部
腫瘍には、図５の室６４と６８で有効に送達されるならば、炭素や酸素のような、特によ
り高いＬＥＴ（線状エネルギー伝達）イオンでもって、平行で反対の前部―後部ビームが
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最も有効であり得る。
【００４３】
　図６を参照すると、多重の、つまり少なくとも二つの、偏心ガントリー１００－１と１
００－２を有する照射システム１を使用することすら可能であり、この配列では、多重治
療ポータルが同時にまったく同じ患者５０－４に、斜め横に（図のように）、平行で反対
向きのビームおよび／または垂直ビームの組み合わせ１１０－１と１１０－２のいずれか
に指向され得る。このように、図６の配列では、室６３と６４の患者５０－３と５０－４
は二つの偏心ガントリー１００－１と１００－２の照射ヘッド１２０－１と１２０－２か
らビーム１１０－１と１１０－２を照射され得る。図では、残りの４つの室６１，６２，
６５および６６はガントリー１００－１または１００－２の一つのみを使用できる。本発
明によると二つを超える数の偏心ガントリーが共通させて配列でき、そうして少なくとも
二つまたはそれ以上のガントリーが治療室の一つで一人の患者に照射を受けさせ得る。ま
た、壁と天井／床のガントリーの配列を変えて、図６の配列と図４のガントリー配列を組
み合わせることも可能である。
【００４４】
　本発明の照射システムのこれら少なくとも二つのガントリーへの入射線は異なる線源か
ら生成することが出来る。かわりに、共通の線源、可能ならば、イオン源、加速器システ
ム（シンクロトロンまたはサイクロンを有する）、ビームガイドおよび分割システムを具
備するものが、少なくとも二つのガントリーに使用され得る。本発明に従い使用され得る
適当なイオン源、加速器およびビームガイドシステムとしては、アメリカ特許公報第６，
６８３，３１８号明細書に開示される。ビーム分割システムは、隔膜、例えば、薄い伝導
性ホイルの形態で、ビーム経路に配列されて実現され得る。（高）電流を隔膜へ流して、
得られる誘導磁場により入射イオンビームを少なくとも二つのイオンビームに分割する。
このように分割された各イオンビームは、ビームガイドシステムを経由して、図６の配列
で説明されるように本発明の偏心ガントリーへ伝送される。
【００４５】
　本発明の照射システムは、設計により、照射ガントリーは固定され、照射ヘッドは可動
（回転可能）で、この固定ガントリーに設置され、多重治療室間を移動（回転）すること
が出来る。本発明の代わりの態様では、ガントリーは固定なガントリー部分（ｐａｒｔ）
または部材（ｐｏｒｔｉｏｎ）と可動ガントリー部分または部材を含むことが出来る。照
射ヘッドはついで、機械的に可動ガントリー部分により支持される。この場合、固定ガン
トリー部分は治療室の仕切り部材に直接、またはそれに関連して設けられ得る。この設計
では、可動ガントリー部分と照射ヘッドは治療室間で固定ガントリー部分（および仕切り
部材）に対して可動的である。
【００４６】
　図２～６では、本発明に従う照射システムは、照射ガントリーが配列に関して開示され
、それは異なる床（レベル）に位置する少なくともいくつかの治療室を仕切る仕切り部材
に関連している。しかし、本発明はそれに限らない。例えば、照射システムのガントリー
は、同じ床に位置する二つの治療室を仕切る（放射線－遮蔽）パーティション内に配列さ
れ得る。この場合、照射システムは多くて二つの異なる治療室へ照射ビームを指向させ得
る。しかし、大部屋やホールに配備される一般的に円筒状、柱状またはピラー状に設計さ
れる独立型のガントリーもまた可能である。この場合、この大部屋は多重の照射ステーシ
ョンまたは（小さい）部屋に幕で仕切られるか分割されて、照射－遮蔽の仕切り部材（パ
ーティション）で仕切られる。このようにしてこの態様では、仕切り部材のそれぞれの第
１の短い端は円筒状ガントリーの横表面に、またはその近くに接続される。仕切り部材は
、ついでガントリーから突き出て（可能ならば放射状に）、異なる照射－遮蔽治療室を画
定する。照射ヘッドはガントリーに回転可能に取り付けられるか、または照射ヘッドと可
動ガントリー部分は固定ガントリー部分に回転可能に取り付けられ、言い替えれば床上に
回転可能に配列される。治療室の患者診察台高さと照射ビームの出力角度に応じて、斜め
または水平の照射が、ついで可能である。
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【００４７】
　図７は、本発明の偏心ガントリー設計１００を有する照射システム１の態様の垂直方向
断面図を示す。入射ビームは近くに位置する照射源から入射し、それは例えば、照射源は
ガントリー１００の隣の部屋に配列して、偏向磁石を使用してガントリー内への照射を指
向する。ガントリー１００または相対的に遠隔の照射源、例えばシンクロトロン（たとえ
ば、アメリカ特許第６，６８３，３１８号明細書）またはサイクロトロンに直接配列され
る照射源を使用することが可能であり、照射源は必要な照射をいくつかの異なる治療ユニ
ットおよび偏心ガントリー１００へ伝送することが出来る。
【００４８】
　以下では、本発明は、患者５０を照射するために（鉛筆型）ビーム走査システム１０４
～１０６、１２２を備える照射治癒システムについて説明される。ここでは、走査システ
ム１０４～１０６、１２２により付与される磁場は照射ビームの荷電粒子を調整するため
に使用される。このビームコントロールでは、ビームのスポット径が患者５０の治療領域
にわたって調整されて走査される。走査速度とビーム強度を変えることにより、目標の部
位５５内に所定の望みの照射線量分布を生じさせて、それは健康な組織へ伝送される余分
な照射線量を最小とするものである。しかし、本発明は鉛筆型の治癒システムと走査技術
に限られない。
【００４９】
　本発明の好ましい態様によると（遠隔の）照射源（図示されない）からの入射照射ビー
ムは初めにビーム焦点合わせに四重極１０２に入射される。その後、ビームは好ましくは
、走査磁石１０４に入射する。この磁石１０４は、ビームを偏向させて、図の面に走査動
作を付与する。ビームが有効走査中心、典型的には磁石１０４の中央付近から出射するか
のように、ビームは走査磁石１０４から現われる。図の面におけるビーム走査は曲げまた
は偏向磁石１０６でついで曲げられるかまたは偏向されて照射ヘッド１２０へ、そして続
いて患者４０の標的部位５５へと入射ビームを指向させる。偏向磁石１０６は積層されて
加速器パルス間の磁場の変化を迅速化させると共に、また曲率半径を最小化するよう超伝
導化されている。
【００５０】
　磁石１０６のビーム曲げ機能に従い、ビームは照射ヘッド１２０に、そして第２の走査
磁石１２２に入射する。この磁石１２２は、図の面を横切る面、すなわち、図の面から入
って出る方向の面でビームを走査または偏向させる能力がある。ビームはついで、視準器
１２４に入って、意図する走査ビーム以外の照射線が患者５０に届くのが継続されないよ
うに配列させる。任意の通信モニター１２５が視準器１２４の下に備えられ、視準器１２
４を通過する照射線量を記録する。
　図７の走査システムはまた、単一の均一ビームを得るために仕切られて、規則的な二重
または一重の散乱箔システムを使用することも出来る。
【００５１】
　照射ビーム１１０が照射ヘッド１２０から照射する前に、第２の視準器１２６を通過す
るのが好ましい。この視準器１２６は、多葉型視準器が好ましい。このような多葉型視準
器は、複数の対の対向する長い、湾曲かまたは平坦な、断面楔形状の葉からなり、各隣り
合う葉は横に並んで扇形状をなして、有効照射源１２７の先端に向かって収束する。好ま
しくは単一の光源１２７を有する本発明とは反対に、二つの連続する双極子走査磁石を有
する従来の走査システムは２つの走査面に異なる有効光源位置を有する。視準器１２６の
葉は、（組み合わせの）回転および／または並進運動のために装着される。この動的、多
葉型視準器１２６は、腫瘍、すなわち標的部位５５の横方向にある通常の組織を保護する
ために使用され得るものであり、同時に偏向磁石１０６の磁場は各走査位置で必要とされ
るエネルギーに迅速に調整される。通常、患者４０の一定の深さでビーム１１０の走査の
間エネルギーレベルは固定されたままである。
【００５２】
　走査ビーム１１０は、典型的には患者において３０ｃｍ×３０ｃｍの磁場サイズをカバ
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ーする。もしも通信モニター１２５が照射ヘッド１２０に設けられるならば、このモニタ
ーは走査ビームの動きを連続的に追跡し、それと連結している。
【００５３】
　図７に示されるような偏心ガントリー設計の本発明の照射装置１は軽イオン、すなわち
、プロトンから、たとえばヘリウム、カーボン、酸素イオンまでの照射ビームの使用に良
く適合する。このようなイオンは、癌症例の患者の治療に非常に有効である。それらは、
通常のプロトンビームと比較して治療技術を改良して発展させるために開発され得る好ま
しい物理的、生物学的性質を有しているので、軽イオンビームはいくつかのユニークな組
み合わせを提案するもので、それは高い物理的な選択性とブラッグピークで高い生物学的
有効性を備える。
【００５４】
　当業者には良く知られるが、軽イオンは非常に大なる曲率半径（数メートルまでの）を
要する。軽イオン照射線を供与する従来のガントリーと装置は設置費用が高い。さらに、
このような従来の装置ではいくつかの大きな偏向磁石とその保持間隔を有しており、それ
は偏向の前に両方の面でビームを操作するのに必要であり、治療室で任意の配向方向でイ
オンビームを送達するのにガントリーを適合させるものである。しかし、本発明に使用さ
れる偏向磁石１０６は、小さい間隔および小さい半径と、その結果先行技術で使用される
磁石よりも全体のサイズは小さいものである。これは小さくてかさばらない鉛筆型のビー
ム走査システムとなり、それは走査と偏向磁石１０４，１０６，１２２を備え、これは（
３０ｃｍ×３０ｃｍ）ビームを、偏心ガントリー１００の周囲に位置するいくつかの治療
室へ供与することが出来る。
【００５５】
　ガントリー設計は軽イオン照射の使用に適するものであるが、荷電粒子、または中性子
や光子のような中性の粒子にすら使用可能であり、それははじめに第１次の偏向プロトン
または重陽子および電子ビームを走査し、走査された中性ビームを生成させることによる
もので、たとえばアメリカ特許第４，４４２，３５２号明細書に開示される。
【００５６】
　図７では、ガントリー１００は、床／天井７１に設置される固定ガントリー部１４０を
有し、それは二つの隣接治療室６１、６２を仕切る。設置または集積照射１２０を有する
内部の移動可能なガントリー部１３０は、移動可能に、ここでは回転可能に固定部分１４
０に支持される。この移動可能な支持は、通常のギア装置やベアリングにより実現され得
る。ガントリー１００の安定性向上のために、照射ヘッド１２０は、左手側（図示のよう
に）から右手側へ移動可能なガントリー部分１３０により支持され得る。この場合、ガン
トリー１００は典型的には二つの固定部分１４０を含み、それぞれは床／天井７１に配列
されるが、回転照射ヘッド１２０のいずれかの側にも配列される。
【００５７】
　照射装置が他の治療室６２で患者の治療に使用されることとなったときは、ガントリー
１００（移動ガントリー部分１３０）は、単純に転回または回転され、そうして走査およ
び偏向システム１０２～１０６，１２２と照射ヘッド１２０が回転することになる。図８
は、この原理を説明し、そこでは図７の照射システム１の偏心ガントリー１００が初めの
治療室６１で患者を治療しているところから回転して、第２の治療室６２に配備される治
療診察台４０に横たわる第２の患者５０を照射する。図からわかるように、ガントリー１
００の回転により、偏向磁石１０６は今や、入射ビームをこの第２の治療室へ向けさせて
いる。このようにして、単一の走査、視準、ビーム偏向および角度調整のシステムは、い
くつかの治療室に使用されることが出来るものであり、それは有意に全体の設置コストを
減少させる。
【００５８】
　図９は、本発明の照射システムの他の実施態様の対応する断面図である。この態様では
、ガントリー１００は照射－遮蔽壁またはパーティション７１に主に配列され、それは二
つの隣り合う治療室６１と６２を仕切っている。このガントリーの態様１００では、特に
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水平ビーム１１０を患者５０の治療部位５５にあてる様な構造となっている。照射ヘッド
１２０の付属の１２４～１２６とビーム（ガイドと走査）システム１０４～１０６、１２
２は図７と関連して上で説明した相当部分と類似であり、それで更に説明しない。
【００５９】
　図２～８で説明した偏心ガントリーの回転軸は水平または垂直であり、図９でもそうだ
が、本発明はこれに限られない。回転軸は垂直から水平まで軸に対してどの角度であって
も良く、ビームが加速器から取り出される様子や臨床的に必要とされることにいくらか依
存している。
【００６０】
　図１０は、斜向ビーム１１０を備えるガントリー１００を有する照射システム１の部分
断面図である。図７の照射システムと比較すると、この態様では、治療ビーム１１０は、
偏向磁石１０６により偏向されるが、角度は９０°よりも小さくパワーが節約され、そし
て多重治療室６１と６２に斜向ビームを送達する。３０°～約６０°間での低角度が特別
な場合には有用である。ガントリー１００と照射システム１の装置は図７の装置に対応し
ている。
【００６１】
　図１１は、本発明の偏心ガントリーの走査と偏向システム１０４～１０６，１２２の他
の可能な内部構造デザインを図示するものである。この実施態様は、磁石１０６と照射ヘ
ッド１２０を含む回転ガントリー部分１３０の径を最小限とするものである。図７～１０
に図解される態様と同様に、入射線（軽イオン）ビームは、好ましくは四重極１０２に入
射する。ビームはついで、偏向と走査磁石１０４に入射し、それは図の面でビームを走査
する。走査されたビームは、次いで（超伝導）偏向磁石１０６で偏向される。偏向磁石１
０６は好ましくはビームを第２の走査磁石１２２へと指向させる。この走査磁石１２２と
視準器１２４と１２６は、図７に関連して議論したものである。ガントリーのサイズを最
小限としそしてコスト削減を最大化するには、照射－遮蔽１５０がまた設けられて、図１
１に示すよりも磁石１０４での偏向がいくらか小さいのが必要である。
【００６２】
　本発明の範囲から逸脱することなく当業者は種々の変形と変化を本発明に対してなしえ
ることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】イソセントリックなガントリー設計による従来技術の照射治療を図解する図
【図２】多重治療室に囲まれた偏心ガントリーによる本発明の照射システム実施態様を図
解する図
【図３】図２に対して他の治療室で患者を照射する図２の照射システムを説明する図
【図４】垂直と水平のビーム照射が可能な異なる治療室を有する偏心ガントリーによる本
発明の照射システムの他の態様を説明する図
【図５】斜め、垂直および水平のビーム照射が可能な異なる治療室を有する偏心ガントリ
ーによる本発明の照射システムの他の態様を説明する図
【図６】二つのビームを同時に治療室へ伝送する二つの偏心ガントリーによる本発明の照
射システムの他の態様を説明する図
【図７】本発明による照射システムの偏心ガントリー態様の断面図
【図８】図７とは別な治療室を照射する図７の照射システムを説明する図
【図９】本発明による照射システムの他の態様の断面図
【図１０】本発明による照射システムの別の他の態様の断面図
【図１１】本発明による照射システムのさらに別の他の態様の断面図
【符号の説明】
【００６４】
１　　　　　　　　　　　　　　　　照射システム
４０－１～４０－８　　　　　　　　照射対象
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６１～６８　　　　　　　　　　　　多重治療室
７１～７８　　　　　　　　　　　　放射線－遮蔽の仕切り部材
１００　　　　　　　　　　　　　　偏心ガントリー
１１０　　　　　　　　　　　　　　照射ビーム
１２０　　　　　　　　　　　　　　可動回転照射ヘッド
２００－１～２００－８　　　　　　シミュレーターヘッド

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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